
「ふくい介護テクノロジー・業務改善支援センター」 

生産性向上に関する伴走支援モデル事業所募集要項 

 

１ 目的 

介護職員等の負担軽減を図り、介護現場の働く環境や魅力を向上させ、介護人材確保を

促進するため、県内の介護現場において、介護ロボット、ＩＣＴ導入・活用や業務改善活動

等の生産性向上に関する取り組みを展開・拡大させる必要がある。 

このため、モデル事業所による介護ロボット、ＩＣＴ導入・活用、業務改善活動、働き方

の見直し（選択的週休３日制度の導入等）などの取り組み行い、生産性向上のモデルとし

て横展開を実施する。 

 

２ 事業内容（時期については、予定） 

モデル事業所は、「ふくい介護テクノロジー・業務改善支援センター」が派遣する業務ア

ドバイザーの伴走支援（３回程度を想定）のもと、以下の内容を実施する。 

なお、伴走支援等で作成する介護ロボットおよび ICT 機器等の導入・活用に関する業務

改善計画の実施にかかる費用について、「介護生産性向上推進事業補助金交付要領」に基づ

き、県がその一部を補助する。 

（１）第１回伴走支援（コンサルティング等）【８月～９月頃】 

モデル事業所が希望する取り組みの効果的かつ横展開を見据えた実施のための課題 

抽出等の第１回目の伴走支援（コンサルティング等）の実施 

（２）第２回伴走支援（コンサルティング等）【１０月～１１月頃】 

   抽出した課題等に対する取り組み状況の確認および取り組みに対する伴走支援（コ 

ンサルティング等）の実施 

（３）中間報告会の実施【１１月～１２月頃】 

「ふくい介護テクノロジー・業務改善支援センター」と日程調整したうえで、モデル

事業所の取組状況を共有するため、中間報告会の実施 

 （４）第３回伴走支援（コンサルティング等）【１月～２月頃】 

    抽出した課題等に対する取り組み状況の確認および今後の中長期的な取り組みの継 

続や他事業所への横展開を見据えた伴走支援（コンサルティング等）の実施 

（５）最終報告会の実施【２月頃】 

「ふくい介護テクノロジー・業務改善支援センター」と日程調整したうえで、モデ 

ル事業所での成果を報告する最終報告会を実施する。 

 

３ 事業実施期間 

本事業の実施期間は、モデル事業所選定の日から令和７年３月末までとする。 

 

４ 募集事業所、生産性向上等の内容および募集事業所数 

（１）募集事業所 

福井県内で介護保険法上の指定または許可を受けた事業所 

（２）生産性向上等の内容 

介護ロボット、ＩＣＴ導入・活用、業務改善活動、働き方の見直し（選択的週休３ 

日制度の導入等）など 



（３）募集事業所数 ３事業所程度 ※応募多数の場合は、７に基づき審査・選定します。 

 

５ 応募資格・要件 

（１）４（１）の事業所を運営し、かつ（４）２の事業内容を実施できること。 

（２）横展開を見据え、他の介護サービス事業所が取り組むことができる中長期的な事 

業内容であること 

  （３）単なる介護ロボット・ＩＣＴ機器の導入ではないこと 

  （４）生産性向上等の取り組みと合わせて、人材確保に関する取り組みも一体に実施す 

ること 

（５）伴走支援や導入・活用による得たノウハウ・プロセス・試行錯誤等を他の介護サ 

ービス事業所に広く発信すること。 

  （６）業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上な 

ど生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金 

へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。 

 

６ 提出書類 

本事業に応募する者は、以下の書類正本１部を提出すること。 

なお、申請に必要な経費は申請者の負担とし、申請書類は返却しない。 

（１）モデル事業所選定申請書 

ア モデル事業所選定申請書（様式１） 

イ 事業計画書（様式２） 

（２）提出期限 

令和６年８月３０日（金）１７時００分必着 

（３）提出方法 

持参または郵送 

（４）提出先 

「ふくい介護テクノロジー・業務改善支援センター」 

〒９１０－０００６ 福井県福井市中央１丁目３－１ 加藤ビル６階 

          公益財団法人介護労働安定センター福井支部内  

 

７ 選考方法 

（１）モデル事業所の選定 

モデル事業所の決定に当たっては、６の提出書類を基に５の応募資格・要件を満たし 

ているか等、書面審査を実施する。 

（２）に示す審査項目のほか、地域バランスや事業所規模等を含めて総合的に判断す

る。選定結 果については、すべての応募者に書面で通知する。 

（２）審査項目 

ア 事業の目的・内容を十分に理解していること。 

イ 事業を実施する上で十分な体制であること。 

ウ 事業所での取組みが県内の見本となる意欲が十分であること。 

 

 



８ スケジュール 

日程 内容 

令和６年８月３０日（金）１７：００ モデル事業所選定申請書等の提出期限 

令和６年９月上旬 書面審査、モデル事業所の選定結果通知等 

 

９ 申請者の失格 

次のいずれかに該当する場合には、申請を受け付けないこととする。 

また、モデル事業所として決定後、次のいずれかに該当することとなった場合、または

該当していたことが明らかになった場合には、その決定を取り消す。 

（１）応募資格の各項目を満たしていない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）破産等、事業の履行が困難と認められるに至った場合 

（４）選定の公平性を害する行為があった場合 

（５）前各号に定めるもののほか、事業の実施に当たり著しく信義に反する行為があった

場合 

 

１０ その他 

（１）働き方の見直しに伴って、労働基準法に定める就業規則の改正など各種手続を遵守

すること。 

（２）以下の申請も可能なものとする。 

・同一申請者であっても、県内に複数の対象事業所を有する場合は、それぞれの事業 

所において申請が可能なものとする 

・同一建物内で複数の介護サービスを提供する場合は、一括での申請が可能なものと 

する 

（３）当事業により発生する費用は申請者の自己負担とする。 

   ※介護ロボットおよび ICT機器等の導入・活用に関する業務改善計画の実施にかか 

る費用については、一部補助あり。 

（４）申請書は、本事業のモデル事業所の選定以外の目的に使用しない。ただし、福井県情

報公開条例に基づき公開する場合がある。 

（５）提出期限を過ぎて提出された申請書は無効とする。また、提出後の差替えおよび再

提出は認めない。ただし、県の指示による場合はこの限りでない。 

 

１１ 問合せ先 

「ふくい介護テクノロジー・業務改善支援センター」 

住所：〒９１０－０００６ 

福井県福井市中央１丁目３－１ 加藤ビル６階 

    公益財団法人介護労働安定センター福井支部内 

電話：０７７６－２５－１３６５ 


